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問合先　釧路市マイナンバーカードコールセンター(U0120-954-193)
担当課　市役所戸籍住民課戸籍住民担当

忘れずに更新の手続きをお願いします

とと　5年　10年ですです
マイナンバーカードの有効期間はマイナンバーカードの有効期間は

　　　市が収納・徴収事務を委託している使用料等および委託を受けている者を下表の通りお知らせします。

収納事務と徴収事務委託のお知らせ 【委託期間】2026（令和８）年4月１日～2027（令和９）年３月31日
担当課　市役所総務課行政係

生涯学習センター使用料、美術館使用料、コー
チャンフォー釧路文化ホール使用料

釧路市生涯学習センター・釧路市立美術館・
釧路市民文化会館指定管理者業務　釧路市民
文化振興財団、北海道共立　コンソーシアム

一般財団法人釧路市民文化振興財団交流プラザさいわい使用料

特定非営利活動法人グルスの杜あかん阿寒町総合運動公園使用料
大野義弘音別町憩いの森使用料

株式会社ソラスト市立釧路総合病院の医療費等
公益社団法人北海道獣医師会狂犬病予防注射済票交付事務手数料
公益社団法人北海道獣医師会釧路支部畜犬登録事務手数料

株式会社ベルックス釧路営業所火葬場使用料（夜間・休日の本庁受付分）

釧路工業技術センター使用料、手数料 公益財団法人釧路根室圏産業技術振興センター
市場施設使用料、雑収益 ふたみ青果株式会社
ごみ最終処分場ごみ処理手数料（自己搬入分） 釧路エコクリエイション株式会社

阿寒町一般廃棄物最終処分場ごみ処理手数料
（自己搬入分） 水ｉｎｇＡＭ株式会社北海道支店

尺別牧場使用料、奥高安牧場使用料 釧路丹頂農業協同組合
休日夜間急病センター診療収入および手数料 一般社団法人釧路市医師会
阿寒湖まりむ館使用料 カンエイ実業株式会社釧路営業所
コミュニティバス使用料 有限会社音別ハイヤー
音別地域交流拠点施設使用料
（富貴紙漉きの体験料）

音別町商工会

水道料金、下水道使用料 株式会社電算システム

す

株式会社北海道銀行
地銀ネットワークサービス株式会社

太平ビルサービス株式会社釧路支店住民票の写しの交付手数料、火葬場使用料
（夜間・休日の阿寒町行政センター受付分）

地方公共団体情報システム機構
コンビニエンスストア等における証明書等の
自動交付手数料勝見幸枝、菊地昌枝、小田満美子、松並亜希恵、

近藤恵子、髙橋直子、松井貴子、恒川敬子、
鳥井本幸江

美術館常設展観覧料

阿寒町公民館使用料、電子複写機使用実費収入 阿寒町高齢者等生きがいセンター
労働者福祉センター使用料 職業訓練法人釧路地方職業能力開発協会

障害者教養文化体育施設使用料 社会福祉法人釧路市社会福祉協議会

動物園入園料 株式会社ベルックス釧路営業所

高齢者生きがい交流プラザ使用料 釧路市老人クラブ連合会

ＫＫＳコンベンションセンター使用料、湿原
展望台入館料、幸町緑地施設使用料 一般社団法人釧路観光コンベンション協会

釧路フィッシャーマンズワーフ使用料、駐車
場（河畔、錦町）使用料 株式会社釧路河畔開発公社

コミュニティ体育館使用料 一般財団法人釧路市公園緑化協会

５施設共通使用料
（湿原展望台、阿寒国際ツルセンター、丹頂
鶴自然公園、博物館、動物園）

一般社団法人釧路観光コンベンション協会
一般財団法人釧路市公園緑化協会
ザ・ホテリエ・グループ釧路合同会社
株式会社釧路河畔開発公社
北海道エアポート株式会社釧路空港事業所

動物園遊戯施設使用料 株式会社ベルックス釧路営業所
特定非営利活動法人釧路市動物園協会

委託を受けている者収納・徴収事務を委託している使用料等
（当該使用料等に係る延滞金および遅延損害金を含む）

委託を受けている者収納・徴収事務を委託している使用料等
（当該使用料等に係る延滞金および遅延損害金を含む）

丹頂鶴自然公園入園料 一般財団法人釧路市公園緑化協会
阿寒国際ツルセンター入館料 　 株式会社阿寒町観光振興公社

市・道民税（普通徴収分）、森林環境税（普
通徴収分）、固定資産税、都市計画税、軽自
動車税、国民健康保険料、介護保険料、保育
園保育料、し尿処理手数料、奨学金返還金、
家賃、駐車場使用料、浴室設備料、後期高齢
者医療保険料、生活保護費返還金一般財団法人釧路市スポーツ振興財団鶴ケ岱武道館使用料、大規模運動公園体育施

設使用料

家賃、駐車場使用料、浴室設備料 一般財団法人釧路市住宅公社

　マイナンバーカードには、カードに搭載されている電子証明書の有
効期間5年（発行から５回目の誕生日）とカード本体の有効期間10年
（発行から10回目の誕生日※発行時に未成年だった方は５回目の誕
生日）があります。それぞれ、有効期限到来の２カ月
ほど前に有効期限通知書が郵送されますので、忘れず
更新の手続きをお願いします（手続きは、有効期限通
知書が届く前でも３カ月前から可能です）。

手続きは、下記の場所で行えます
◆市役所戸籍住民課（防災庁舎２階）◆鳥取支所　◆阿寒町行政セン
ター市民課　◆音別町行政センター市民課　◆阿寒湖温泉支所
【取扱日時】平日：午前８時50分～午後５時20分（年末年始を除く）
※手続きは、原則ご本人の来庁が必要ですが、やむを得ず代理人に依
　頼する場合は、事前にお問い合わせください。
◆大楽毛郵便局（大楽毛4-3-8M57-8800）　　
◆イオンモール釧路昭和内郵便局（昭和中央4-18-1M53-3070）
◆釧路桜ケ岡郵便局（桜ケ岡4-3-32M91-7940）
【取扱日時】平日：午前９時～午後５時（年末年始を除く）
※郵便局では、代理人による手続きはできません。
手続きには、下記の物が必要です
●マイナンバーカード●有効期限通知書（なくても手続き可）●法定
代理人が手続きする場合は資格を確認できる書類等（親権者で釧路市
の戸籍等で資格確認できる場合は省略可）

手続きは、下記の方法で行えます
●有効期限通知書に同封されている申請書を利用して申請（申請方法
　等の案内が同封されています）
●市役所や郵便局での申請サポートを利用して申請（５月１日㈮以降）
※申請サポートは、マイナンバーカード搭載の電子証明書の更新手続
　きと同じ場所で利用できます。その場で写真撮影しますので代理人
　での利用はできません。また、申請から１カ月前後で交付通知書が
　郵送されますので、受け取り日時と場所を予約サイトまたは電話で
　予約の上（予約は、釧路地域にお住まいの方のみ）、今お持ちのマ
　イナンバーカードと必要書類をお持ちください。

　市では、マイナンバーカード（個人番号カード）を利用したコンビ
ニ交付サービスを実施しています。
　マイナンバーカードに搭載されている電子証明書を利用して、コン
ビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機から住民票の写
しなどを取得できるサービスです。ぜひ、ご利用ください。
Nhttps://www.city.kushiro.lg.jp/kuras
　hi/koseki/1003892/1003912.html

マイナンバーカード搭載の電子証明書の更新について

マイナンバーカードの更新について

コンビニ交付サービスの利用について
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